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令和５年度　子どもの定期予防接種スケジュール
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     ：生ワクチン　　　：不活化ワクチン　　　：経口生ワクチン

　　　　　　　　　　　　　　年齢　（又は月齢）
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①ロタリック
ス（１価）

②ロタテック
（５価）

ヒ ブ
（Ｈｉｂ)

小児用肺炎球菌
（PCV13）

Ｂ型肝炎

　四種混合
　（DPT-IPV）

二種混合（DT）
ジフテリア・破傷風

１期

ＢＣＧ【結核】

水 痘

麻しん風しん
（MR）

日本脳炎 １期

日本脳炎 ※特例対象者
特例対象者

サーバリック
ス(２価)

ガーダシル
(４価)

シルガード９

（９価）

サーバリック
ス(２価)

ガーダシル
(４価)

ロタウイルスワクチン
※①または②のどちらかを接種

子宮頸がん（HPV）
※女性のみ

子宮頸がん（HPV）
※女性のみ

※キャッチアップ対象者

27～56日(27日以上) 7～13月（7月以上）

27日以上 27日以上 60日以上

6～28日(6日以上) おおむね1年(6月以上)

※接種開始年齢により回数は少なくなります。

※接種開始年齢により回数は少なくなります。

※この期間は

　接種できません

5歳の誕生日の前日まで

5歳の誕生日の前日まで生後2か月目の同日の前日から 

1歳の誕生日の前日まで

生後2か月目の同日の前日から

1歳の誕生日の前日から 2歳の誕生日の前日まで 小学校就学前の4月1日から3月31日まで

9歳の誕生日の前日から 13歳の誕生日の前日まで
生後6か月目の同日の前日から 90か月（7歳6か月）目の同日の前日まで

平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれの方は20歳になるまで接種可能

※今までに1回以上接種を済ませている方は、残りを6日以上の間隔をおいて接種す

る。ただし2期は9歳以上で接種する。

     1回のみ

    1回      2回

    1回 追加

1期 2期

1回 2回 追加 2期

     3回    

追加     3回

6～12月

生後12月から 生後36月に至るまで

1回 追加
※水痘に罹患したことがある方は対象外。

※残期間が少ない場合は、最短６日の間隔で

　 接種可能

90か月（7歳6か月）目の同日の前日まで

    1回      2回 追加    3回

生後２か月目の同日の前日から

↓６年生になる年の４月に接種券と予診票を送付します

11歳の誕生日の前日から 13歳の誕生日の前日まで

ジフテリア

百日せき，破傷風

不活化ポリオ

↓９歳になった翌月に接種券・予診票を送付します

1回 2回 追加 2期

6～28日(6日以上) おおむね1年(6月以上)
9歳以上，かつ1期接種終了後6日以上
（5年程度あけたほうが免疫の維持が期待できるといわれている）

27～56日(27日以上)

２期のみ

1月（1月以上） 6月（1回目から5月以上，かつ2回目から2月半以上）

12歳となる日の属する年度の4月1日から 1回 2回 3回

６月以上

12歳となる日の属する年度の4月1日から

1回 2回

16歳となる日の属する年度の3月31日まで

生

生

生

     2回   

＝定期の予防接種の対象期間（無料） ＝標準的な接種期間（免疫の獲得と持続に特に効果的と考えられる接種期間）

27日以上 139日以上

12か月（1歳）目の同日の前日まで生後2か月目の同日の前日から

    1回      3回     2回

16歳となる日の属する年度の3月31日まで

20歳の誕生日

の前日まで

20～56日(20日以上)

12～18月(6月以上)20～56日(20日以上)

不

不

不

不

不

不

【特例対象者】平成19年4月2日～平成21年10月1日に生まれた方で90
か月（7歳6か月）目の同日の前日までに第１期未接種のがある場合、第２

期の接種期間内で接種可能です。

 　※三種混合を接種済みの場合、不活化ポリオを接種してください

　 

生後6週0日から（標準的な接種期間：生後2か月に至った日～生後14週6日まで）

27日以上

生後6週0日から（標準的な接種期間：生後2か月に至った日～生後14週6日まで）

   1回    2回   3回

27日以上 生後32週0日まで

生後24週0日まで経

  1回   2回

(27日以上)

ロタウイルスワクチンは、初回1回は、生後14週6日までに接種。

また、接種期間外には任意であっても接種はできません。

1回目から2回目・・・1月（1月以上）

1回 2回 3回

2月（1月以上）

1回 2回 3回

6月（3月以上）

不

令和７年３月まで

令和７年３月まで

2回目から3回目・・・6月（1回目から5月以上、かつ2回目から2月半以上）

【異なった種類のワクチンを接種する場合の間隔】
　

　予防接種で使うワクチンには，生ワクチ

ンと不活化ワクチンがあり，異なった種類

のワクチンを接種する場合に間隔を守る

ことが必要です。

　なお，同じ種類のワクチンを複数回接種

する場合には，それぞれ定められた間隔

があるので，間違えないようにしましょう。
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注射生ワクチン

経口生ワクチン

不活化ワクチン

注射生ワクチン

経口生ワクチン

不活化ワクチン

経口生ワクチン

不活化ワクチン

接種間隔の制限なし

接種間隔の制限あり

注
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生
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ン

注
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生
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ク
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２７日以上

他の注射生ワクチンを接種する場合には

２７日以上間隔をあける

【勧奨通知】 毎年、厚生労働

省の指示により18歳となる方

に送付しています。

2月（1月以上）

12歳となる日の属する年度の4月1日から

1回 2回 3回

6月（3月以上）

16歳となる日の属する年度の3月31日まで

15歳となる日の前日までに１回目

を接種

　【キャッチアップ対象者】（積極的勧奨の差し控えにより接種の機会を逃した方）

平成9年4月2日～平成19年4月1日生まれの方は令和7年３月末まで接種可能 令和５年４月１日からシル

ガード９（９価）も定期接種

の扱いになりました。

令和５年４月１日からシルガード９（９価）も定期接種の扱いになりました。

生 不 経

 1回目の接種を１５歳に

なってから受ける場合は

３回接種になります。


